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新型インフルエンザ対策について   

今回の、豚インフルエンザの海外における発生について、国際保健機関（W  

HO）がフェーズを4に格上げし、我が国においても新型インフルエンザと  

認定しました。   

これは、国家の危機管理上の重大な課題であり、対策を総合的かつ強力に  

推進するため、4月28日、経済産業省において「経済産業省新型インフル  

エンザ対策本部」を設置し、「経済産業省の当面の対処方針」（別添）を決  

定いたしました。   

貴団体におかれましては、傘下の各事業者に対して、当省の対応方針を踏  

まえ、政府等から発出される情報を注視するとともに、職場での感染防止策  

をはじめ、国内で発生した場合に備えて事業体制の確認等を行うよう、周知  

徹底をお願いいたします。  

（御参考）  

・政府の新型インフル工ンザヘの対応（官邸のホームページ）  

URL：http：〟www・kantei．go．jpノjp／kikikanri／flu／swineflu／index．htmi  

・経済産業省の新型インフルエンザに対する対応方針について  

URL：http：／／www・meti・gO．jp／press／20090428007／20090428007．html   



経済産業省の当面の対処方針 
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経済産業省新型インフルエンザ対策本部 

 

 

１．情報収集と経済活動への影響の確認 

 発生国における罹患等の状況及び諸外国の対応状況等につ

いて把握に努めるとともに、発生国における経済活動への影響、

当該国での生産活動等が停滞した場合の国内産業への影響に

ついて確認する。 

 

２．ライフライン・生活必需品に係る対応 

 電力・ガス・石油等のライフラインや生活必需品に関して、 

 発生国からのエネルギー資源の供給に与える影響 

 国内における供給体制、備蓄状況、流通方策 

などの確認を行うとともに、 

 職場における感染防止策、重要業務の着実な継続のための

計画（事業継続計画）の策定 

など、安定供給の確保のための準備を行うよう事業者等に要請

する。 

 

３．産業界等に対する注意喚起と要請 

 関係事業者団体・独法・政府系金融機関等に対して、政府等か

ら発出される情報を注視するとともに、職場での感染予防策をは

じめ、国内で発生した場合に備え事業体制の確認等を要請す

る。 

 



 また、我が国の輸出入に制約が生ずる場合等に、必要に応じ

て、中小企業への影響を調査し、政府系中小金融機関等におけ

る相談窓口の設置、セーフティネット貸付、セーフティネット保証

等の支援策を講ずる。 

 

４．その他 

発生国への出張等の渡航に当たっては、安全に関する情報

に留意する。 

 

 


